
石巻市監査委員告示第１号 

 

 令和５年１２月２８日付け石巻市監査委員告示第１０号で公表した総合支所の定期監査

結果報告について、石巻市長から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１

４項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定に基づき次のとおり公

表します。 

 

 令和６年２月１日 

 

 

石巻市監査委員 堀 内 賢 市 

 

 

 

石巻市監査委員 清 水 俊 雄 

 

 

 

石巻市監査委員 渡 辺 拓 朗 



 

石河北地第２３２号 

令和６年１月３１日 

 

 石巻市監査委員 堀 内 賢 市 殿 

 石巻市監査委員 清 水 俊 雄 殿 

 石巻市監査委員 渡 辺 拓 朗 殿 

 

石巻市長 齋 藤 正 美      

 

監査結果に係る措置について 

 令和５年１２月２８日付け石監第１２号で指摘があったこのことについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、次のとおり措置を講じ

たので通知します。 

 

指摘事項 

 法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

監 査 結 果 （ 指 摘 の 内 容） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

河北総合支所 地域振興課 

【団体管理事務】(令和 4 年度) 

次の団体に係る団体管理事務において、

不適正な事務処理が見受けられたので、適

正に処理すること。 

 ア 石巻市河北上品山牧場預託者互助会 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

 (ｱ) 利用費（運搬料） 

・支出内容 9 月 16 日退牧運搬料（8

頭分） 

・金 額 39,600 円 

・支 出 伺 令和 4 年 11 月 29日 

・支 払 日 令和 4 年 9 月 26日（領

収書日付） 

・預金払出 令和 4 年 11 月 29 日 

(ｲ) 利用費（運搬料） 

・支出内容 10 月 28日退牧運搬料

（6 頭分） 

・金  額 29,700 円 

河北総合支所 地域振興課 

【団体管理事務】（令和４年度） 

御指摘のありました事項につきまして

は、今後、立替払いが行われることがないよ

う所属職員に周知徹底したほか、年度途中

で互助会の資金が不足する場合は、直ちに

会費の追加徴収を行うこととしました。 

再発防止に向けて、互助会との連絡を密

にし、常に細心の注意を払ってまいります。 

 



 

・支 出 伺 令和 4 年 11 月 29日 

・支 払 日 令和 4 年 11 月 24日

（領収書日付） 

・預金払出 令和 4 年 11 月 29 日 

(ｳ) 利用費（運搬料） 

・支出内容 10 月 28日退牧運搬料

（12 頭分） 

・金 額 59,400 円 

・支 出 伺 令和 5 年 1 月 20日 

・支 払 日 令和 4 年 11 月 9日（領

収書日付） 

・預金払出 令和 5 年 1 月 20 日 

 

 



 

石雄勝地第４２号 

令和６年１月３１日 

 

 石巻市監査委員 堀 内 賢 市 殿 

 石巻市監査委員 清 水 俊 雄 殿 

 石巻市監査委員 渡 辺 拓 朗 殿 

 

石巻市長 齋 藤 正 美      

 

監査結果に係る措置について 

 令和５年１２月２８日付け石監第１３号で指摘があったこのことについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、次のとおり措置を講じ

たので通知します。 

 

指摘事項 

 法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

監 査 結 果 （ 指 摘 の 内 容） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

雄勝総合支所 地域振興課 

【団体管理事務】(令和 4 年度) 

次の団体に係る団体管理事務において、

不適正な事務処理が見受けられたので、適

正に処理すること。 

ア 雄勝地区会長会 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

 (ｱ) 旅費 

  ・支出内容 地域連絡会議研修会等

出席旅費 

・金 額 10,000 円 

・支 出 伺 令和 4 年 12 月 26日 

・支 払 日 令和 4 年 12 月 26 日

（領収書日付） 

・預金払出 令和 5 年 1 月 27 日 

(ｲ) 交際費 

・支出内容 弔電代 

・金 額 604 円 

雄勝総合支所 地域振興課 

【団体管理事務】(令和 4 年度) 

ア 雄勝地区会長会 

御指摘のありました（ｱ）（ｲ）の 支払

いにつきましては、団体の活動及び実施

事業の把握、管理を徹底していれば支払

日での払い出しは可能であったものと考

えられ、適正な事務処理を行うよう所属

職員に周知徹底いたしました。 

今後、事業実施に当たっては、団体の

年間活動を正確に把握し、資金前渡を活

用するなど、立替払いが行われることが

ないよう適正な会計処理に努めてまいり

ます。 

なお、事務処理に当たっては、所属長

によるチェックを受け、再発防止に向け

て常に細心の注意を払ってまいります。 

 

 

 



 

・支 出 伺 令和 4 年 12 月 19日 

・支 払 日 令和 4 年 12 月 19 日

（領収書日付） 

・預金払出 令和 5 年 1 月 27 日 

 

イ 石巻市雄勝婦人防火クラブ 

婦人防火クラブ会員が立替払いを行

った例が令和４年５月から翌年３月ま

でに２９件あったが、この際事務局職員

は事前に支出伺いをせず、団体預金口座

から会員へ立替払い分の金額を支出し、

年度末にまとめて支出調書を作成して

いた。 

団体預金口座から支出伺いをせずに

支出することは認められず、本事案は不

適切である。 

今後は、公金の取扱いに準じた適正な

出納事務を行うこと。 

 

イ 石巻市雄勝婦人防火クラブ 

御指摘のありました事項につきまして

は、今後適正に事務を行うよう所属職員

及び防火クラブ会員に周知徹底いたしま

した。 

今後、事業実施に当たっては、団体の

年間活動を正確に把握し、防火クラブ会

員との連携を密にし、資金前渡を活用す

るなど、立替払いが行われることがない

よう適正な会計処理に努めてまいりま

す。 

また、支出伺いを経ずに支出し、年度

末にまとめて支出したことの報告を行っ

ていた不適切な事務処理についても、今

後は各事業の進捗管理を適切に行い、必

要経費については、事業を行う都度、事

前の支出伺い及び所属長によるチェック

を徹底することとし、再発防止に向けて

常に細心の注意を払ってまいります。 

 

 



 

石桃生地第１５９号 

令和６年１月３１日 

 

 石巻市監査委員 堀 内 賢 市 殿 

 石巻市監査委員 清 水 俊 雄 殿 

 石巻市監査委員 渡 辺 拓 朗 殿 

 

石巻市長 齋 藤 正 美      

 

監査結果に係る措置について 

 令和５年１２月２８日付け石監第１５号で指摘があったこのことについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、次のとおり措置を講じ

たので通知します。 

 

指摘事項 

 法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

監 査 結 果 （ 指 摘 の 内 容） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

桃生総合支所 地域振興課 

【団体管理事務】(令和 4年度) 

次の団体に係る団体管理事務において、

不適正な事務処理が見受けられたので、適

正に処理すること。 

ア 石巻市交通安全都市推進協議会桃

生支部 

支払日（領収日付）以降に預金から払

出した例があり、立替払いと認められ

る。 

(ｱ)通信運搬費 

・支出内容 顧問への総会結果送付

代 

・金 額 480円 

・支 出 伺 令和 4 年 6 月 22日 

・支 払 日 令和 4年 6 月 21日（領

収書日付） 

・預金払出 令和 4 年 6 月 22日 

 

桃生総合支所 地域振興課 

【団体管理事務】(令和 4年度) 

ア 石巻市交通安全都市推進協議会桃生

支部 

御指摘のありました事項につきまし

ては、今後、立替払いが行われる事がな

いよう所属職員に周知徹底したほか、適

正な事務処理に努めるとともに、支出調

書ごとに通帳から引き出した日（通帳の

確認）と、事業者に支払った日を所属長

がチェックすることといたしました。 

なお、急を要する支出が見込まれる場

合には、公金に準じた資金前渡を活用

し、団体経理において立替払いが行われ

る事のないよう再発防止に向けて、常に

細心の注意を払ってまいります。 

 



 

石牡鹿地第２２３号 

令和６年 １月３１日 

 

 石巻市監査委員 堀 内 賢 市 殿 

 石巻市監査委員 清 水 俊 雄 殿 

 石巻市監査委員 渡 辺 拓 朗 殿 

 

石巻市長 齋 藤 正 美      

 

監査結果に係る措置について 

 令和５年１２月２８日付け石監第１７号で指摘があったこのことについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、次のとおり措置を講じ

たので通知します。 

 

指摘事項 

 法令に違反した事項、著しく妥当性を欠く事項又は著しく不経済、非効率な事項 

監 査 結 果 （ 指 摘 の 内 容） 措 置 （ 改 善 ・ 検 討 ） 状 況 

牡鹿総合支所 地域振興課 

【負担金、補助及び交付金の支出事務】

(令和 4年度) 

補助金交付事務に係る関係書類を試査し

たところ、次のとおり不適正な事務処理が

見受けられたので、適正に処理すること。 

ア 石巻市高圧電力利用施設指定管理事

業者電気料金支援金（(一社)鮎川まち

づくり協会分）の算定誤り 

支援金の額について、石巻市高圧電力

利用施設指定管理事業者電気料金支援金

交付要綱第５条の区分に基づき交付する 

こととしているが、適用する区分を誤り、 

過大に交付していたため、過大交付分に

ついては速やかに返還を求めること。 

誤：(2)２万キロワット以上４万キロワッ

ト未満 ４５万円 

正：(1)１キロワット以上２万キロワット

未満  ２０万円 

 

牡鹿総合支所 地域振興課 

【負担金、補助及び交付金の支出事務】 

(令和 4年度) 

今回の過大交付につきまして、決裁過程

における確認不足が誤交付につながってい

ることから、確認項目・確認者が明らかと

なるよう任意の補助金交付事務チェックリ

ストを作成し、適切な事務を執行するよう

対策を講じております。 

 

 なお、過大交付の相手方である（一社）

まちづくり協会へは、直ちに説明及び謝罪

を行い、令和５年１２月２２日に過大交付

分の補助金の返還を受けております。 

 

 また、当該補助金は、国の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

（以下、交付金事業という。）により実施し

たものであることから、国への返還が生じ

るため、庁内関係各課との協議も済ませて

おります。 



 

返還方法につきましては、令和５年度末

の交付金事業の国への実績報告時（令和６

年３月）に、①過年度分（令和４年度分）

を相殺して精算することが可能であるか、

②精算行為ではなく国への返還金として別

途返還するかについて、交付金事業担当課

（復興企画部政策企画課）において確認す

ることとなっており、返還方法が確定次

第、適切に対応することとしております。 

 

 


